
 

議案第１５号 

 

   狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１８年条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第２の９の項の次に次のように加える。 

9

の

2 

法第５２条第６項第３号の

規定に基づく建築物の容積

率に関する特例の認定の申

請に対する審査 

建築物の容積率

の特例認定申請

手数料 

27,000 円 

 別表第２の１４の項中「第５５条第３項各号」を「第５５条第３項又は第４項各 

号」に改め、同表５３の項第１号イを次のように改める。 

  イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める

額 

  （ア）床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １１，０００円 

  （イ）床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

の ２３，０００円 

  （ウ）床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの ５２，０００円 

  （エ）床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ９４，０００円 

 別表第２の５３の項第１号ウ中「住宅用途」を「非住宅用途」に、「（住戸部分を

除く。）及び非住宅建築物」を「の非住宅部分」に改め、同号ウ（ア）中「以内」を

「未満」に、「１０，０００円」を「１１，０００円」に改め、同号ウ（イ）から 

（カ）までの規定中「を超え」を「以上」に、「以内」を「未満」に改め、同号ウ 

（キ）中「を超える」を「以上の」に改め、同項第２号を次のように改める。 

（２）前号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８

年経済産業省・国土交通省令第１号）第１０条第２号イ（１）及びロ（１）に定

める基準に適合するもの 

  ア １戸建の住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  （ア）床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ４０，０００円 

  （イ）床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ４４，０００円 

  イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める

額 



 

  （ア）床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ８０，０００円 

  （イ）床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

の １３５，０００円 

  （ウ）床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの ２３０，０００円 

  （エ）床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ３３０，０００円 

 別表第２の５３の項に次の３号を加える。 

（３）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第２号イ（２）及びロ（２）に定める基準に適合するもの 

  ア １戸建の住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  （ア）床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ２０，０００円 

  （イ）床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ２２，０００円 

  イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める

額 

  （ア）床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ３８，０００円 

  （イ）床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

の ６６，０００円 

  （ウ）床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの １２１，０００円 

  （エ）床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの １８３，０００円 

（４）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第１号イ（１）及びロ（１）に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２６７，０００円 

  イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 

３３４，０００円 

  ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの ４３２，０００円 

  エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

もの ６１６，０００円 

  オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

のもの ７５９，０００円 



 

  カ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未

満のもの ８９８，０００円 

  キ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの １，０２４，０００

円 

（５）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第１号イ（２）及びロ（２）に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １０２，０００円 

  イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 

１３０，０００円 

  ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの １７１，０００円 

  エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

もの ２７７，０００円 

  オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

のもの ３６２，０００円 

  カ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未

満のもの ４３５，０００円 

  キ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの ５１０，０００円 

 別表第２の５５の項第１号イを次のように改める。 

  イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める

額 

  （ア）床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５，５００円 

  （イ）床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

の １１，５００円 

  （ウ）床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの ２６，０００円 

  （エ）床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ４７，０００円 

 別表第２の５５の項第１号ウ中「住宅用途」を「非住宅用途」に、「（住戸部分を

除く。）及び非住宅建築物」を「の非住宅部分」に改め、同号ウ（ア）中「以内」を

「未満」に、「５，０００円」を「５，５００円」に改め、同号ウ（イ）から（カ）

までの規定中「を超え」を「以上」に、「以内」を「未満」に改め、同号ウ（キ）中



 

「を超える」を「以上の」に改め、同項第２号を次のように改める。 

（２）前号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第

２号イ（１）及びロ（１）に定める基準に適合するもの 

  ア １戸建の住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  （ア）床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ２０，０００円 

  （イ）床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ２２，０００円 

  イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める

額 

  （ア）床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ４０，０００円 

  （イ）床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

の ６７，５００円 

  （ウ）床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの １１５，０００円 

  （エ）床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの １６５，０００円 

 別表第２の５５の項に次の３号を加える。 

（３）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第２号イ（２）及びロ（２）に定める基準に適合するもの 

  ア １戸建の住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  （ア）床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １０，０００円 

  （イ）床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １１，０００円 

  イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める

額 

  （ア）床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １９，０００円 

  （イ）床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

の ３３，０００円 

  （ウ）床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの ６０，５００円 

  （エ）床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ９１，５００円 

（４）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第１号イ（１）及びロ（１）に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １３３，５００円 



 

  イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 

１６７，０００円 

  ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの ２１６，０００円 

  エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

もの ３０８，０００円 

  オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

のもの ３７９，５００円 

  カ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未

満のもの ４４９，０００円 

  キ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの ５１２，０００円 

（５）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第１号イ（２）及びロ（２）に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５１，０００円 

  イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 

６５，０００円 

  ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの ８５，５００円 

  エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

もの １３８，５００円 

  オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

のもの １８１，０００円 

  カ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未

満のもの ２１７，５００円 

  キ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの ２５５，０００円 

 別表第２の５７の項第２号ア中「（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１  

号）」を削り、同表５８の項第２号中「（１）」を「前号」に、「第１０条第２号イ

及びロ」を「第１０条第２号イ（１）及びロ（１）」に改め、同項第３号及び第４号

を次のように改める。 

（３）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第２号イ（２）及びロ（２）に定める基準に適合するもの 



 

  ア １戸建の住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  （ア）床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ２０，０００円 

  （イ）床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ２２，０００円 

  イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める

額 

  （ア）床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ３８，０００円 

  （イ）床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

の ６６，０００円 

  （ウ）床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの １２１，０００円 

  （エ）床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの １８３，０００円 

（４）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第１号イ（１）及びロ（１）に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２６７，０００円 

  イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 

３３４，０００円 

  ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの ４３２，０００円 

  エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

もの ６１６，０００円 

  オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

のもの ７５９，０００円 

  カ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未

満のもの ８９８，０００円 

  キ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの １，０２４，０００

円 

 別表第２の５８の項に次の１号を加える。 

（５）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第１号イ（２）及びロ（２）に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １０２，０００円 



 

  イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 

１３０，０００円 

  ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの １７１，０００円 

  エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

もの ２７７，０００円 

  オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

のもの ３６２，０００円 

  カ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未

満のもの ４３５，０００円 

  キ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの ５１０，０００円 

 別表第２の６０の項第２号中「（１）」を「前号」に、「第１０条第２号イ及び 

ロ」を「第１０条第２号イ（１）及びロ（１）」に改め、同項第３号及び第４号を次

のように改める。 

（３）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第２号イ（２）及びロ（２）に定める基準に適合するもの 

  ア １戸建の住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  （ア）床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １０，０００円 

  （イ）床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １１，０００円 

  イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める

額 

  （ア）床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １９，０００円 

  （イ）床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

の ３３，０００円 

  （ウ）床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満

のもの ６０，５００円 

  （エ）床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ９１，５００円 

（４）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第１号イ（１）及びロ（１）に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １３３，５００円 

  イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 



 

１６７，０００円 

  ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの ２１６，０００円 

  エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

もの ３０８，０００円 

  オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

のもの ３７９，５００円 

  カ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未

満のもの ４４９，０００円 

  キ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの ５１２，０００円 

 別表第２の６０の項に次の１号を加える。 

（５）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第１号イ（２）及びロ（２）に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５１，０００円 

  イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 

６５，０００円 

  ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの ８５，５００円 

  エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

もの １３８，５００円 

  オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

のもの １８１，０００円 

  カ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未

満のもの ２１７，５００円 

  キ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの ２５５，０００円 

 別表第２の６２の項第２号中「（１）以外」を「前号以外」に改め、同項第３号中

「（１）」を「第１号」に改め、同号イ（ア）中「（建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第２号イ（２）及びロ（２）に定める基準に適合する建

築物については、共用部分の床面積を除く。以下このイにおいて同じ。）」を削り、

同項第４号及び第５号を次のように改める。 

（４）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


 

１項第１号イに定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次

に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２６７，０００円 

  イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 

３３４，０００円 

  ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの ４３２，０００円 

  エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

もの ６１６，０００円 

  オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

のもの ７５９，０００円 

  カ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未

満のもの ８９８，０００円 

  キ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの １，０２４，０００

円 

（５）第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第

１項第１号ロに定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次

に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

  ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １０２，０００円 

  イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 

１３０，０００円 

  ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの １７１，０００円 

  エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

もの ２７７，０００円 

  オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

のもの ３６２，０００円 

  カ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未

満のもの ４３５，０００円 

  キ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの ５１０，０００円 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の９の項の次に１項を加え



 

る改正規定及び同表１４の項の改正規定は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 建築基準法等の改正に伴い、建築物の容積率の特例認定申請手数料及び誘導仕様基

準の創設による手数料を新たに定めるとともに、所要の改正をしたいので、この案を

提出するものである。 


